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人口減少・少子高齢化の進展による
社会構造の変化

市民ニーズの多様化・高度化

人口増加期に集中整備された社会資本
（公共施設・インフラ）の老朽化
⇒更新・改修時期の到来

公共施設等を効果的・効率的に活用し、必要な公共サービスを持続的に提供すること
が可能な適正な配置を行うことが必要

財政状況が厳しい中、すべての公共施設等の改修や更新は困難

1. 計画策定の背景と目的 

 計画策定の背景 

本市を取り巻く環境は、人口減少と少子高齢化の進展による社会構造の変化や、市民ニ

ーズの多様化・高度化、地方経済の低迷などにより、年々、厳しさを増しています。 

また、道営北広島団地の開発等を契機とする人口増加期に、公共施設やインフラなどの

社会資本（以下、「公共施設等」という。）が集中的に整備され、現在、その多くは老朽化

が進み更新・改修期を迎えています。 

こうした公共施設等は、大規模改修や建て替えを行わなければ、市民が安心して利用で

きなくなる可能性もありますが、厳しい財政状況を鑑みると、すべての施設の改修・更新

に要する費用の確保が困難になることも想定されることから、保有する公共施設等を効果

的・効率的に活用し、必要な公共サービスを持続的に提供し続けられるよう、公共施設等

の適正な配置を実現する必要があります。 

 

図 1-1 公共施設等総合管理計画策定の背景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 計画策定の目的 

公共施設等の適切な規模や方向性など基本的な考え方を明らかにし、総合的かつ計画的

な配置を実現するため、「北広島市公共施設等総合管理計画」※１を策定します。 

本方針（案）は、公共施設等総合管理計画の策定に向けた、公共施設等の適正管理に関

する基本的な考え方を示すものです。 

 計画期間 

公共施設等総合管理計画の計画期間は、平成 28年度から平成 37年度までの 10年間と

し、必要に応じて見直しを行うこととします。 

 

 
※1…公共施設等総合管理計画は、地方自治体の厳しい財政状況や人口減少等の状況を踏まえ、公共施設等の

全体の状況を把握し、長期的な視点を持って、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより、

財政負担の軽減・平準化や公共施設等の最適な配置を実現することを目的としている。国では、インフ

ラ長寿命化計画を策定するとともに、地方自治体に対しても公共施設等総合管理計画策定に向けた指針

を示すなど、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進している。（平成 26年 4月 22日付け総財務第

74号総務大臣通知）  
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2. 北広島市の現状 

 人口の推移 

 北広島市全体の人口 

 

・北広島市の人口は、平成 19年の「61,199人」をピークに、平成 52年にはピーク

時に比べ 23.6%減の「46,784人」と推計されています。 

・平成 52 年には、平成 19 年と比べ、年少人口（0～14 歳）は 54.1％減、生産年齢

人（15～64歳）は 45.8％減となり、総人口の減少率より大きく落ち込む見込みで

す。 

・老年人口（65歳以上）は増加傾向であり、平成 52年には平成 19年に比べ 78.7％

増の 20,577人となり、高齢化率は 44%と推計されています。 

 

 

図 2-1 北広島市全体の人口の推移・推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

人口構造の変化は、財政面や公共施設の需要に影響することから、その 

動向を注視する必要があります。 
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・人口の動向は、地域的な特性から地区によって異なりますが、各地区とも長期的

には人口減少・高齢化が進む見込みです。 

 

図 2-2 地区別の人口の推移・推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3 地区別の高齢化率の推移・推計 
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図 2-4 地区別の人口構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
公共施設等の適正な配置の検討は、地区毎の特性や長期的な人口動態を 

考慮して行うことが重要となります。 
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 財政規模の推移 

 

・決算規模（普通会計）は、平成 19 年度から増加傾向にありましたが、平成 22 年

度をピークに近年は横ばいで推移しています。 

・「経常収支比率」※２は 90％台前半で推移しており、経常的な経費の占める割合が

高い現状にあります。 

 

図 2-5 財政規模の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※2…市税のように自由に使える経常的な収入に対して、人件費や公債費など、毎年経常的に支出する経費が

どの程度の割合を占めているのかを示す値。概ね 70～80％が適正水準とされている。  
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・市の歳入の根幹をなす市税は、平成 19年の税制改革により個人住民税が大きく増

えているが、近年は、固定資産税を含めほぼ横ばいで推移しています。 

・歳出は、義務的経費の削減に向け公債費や人件費の抑制など行財政改革に取り組

んでいるものの、社会保障の経費である扶助費は毎年増加傾向にあります。 

 

図 2-6 歳入の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-7 歳出の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆今後は生産年齢人口が減少傾向にあることから、市税収入の大きな伸びは 

期待できません。 

◆高齢化の進展による介護・医療費などの扶助費の増加により、現在と同規模

の投資的経費を確保することは困難になると予想されます。 

平成 25 年度 
（2013 年） 
212.7 億円 

 

平成 25 年度 
（2013 年） 
209.3 億円 
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集会施設

10.4%

文化施設 2.5%

図書館 1.9%

スポーツ施設 4.1%

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設

0.1%

学校

37.7%

その他教育施設

1.4%

幼保・こども園

1.2%

幼児・児童施設 0.4%

児童福祉施設 0.8%

医療施設 0.1%

庁舎等 3.0%

消防施設 1.9%

その他行政系施設

0.5%

公営住宅

11.1%

公園(管理棟) 0.2%

供給処理施設

14.2%

その他

8.7%

種別 施設数 主な施設

公共施設 ２２７施設

市民利用施設（地区集会所・会館、地区体育館、学校施設など）

行政施設（市役所庁舎、消防庁舎など）

供給処理施設（下水処理センター、配水池など）

インフラ資産

道路 延長 ４０８，３７２ｍ

橋りょう １０１橋

上水道 管延長 ４４２，９２７ｍ

下水道 管延長 ５５１，０６６ｍ

公園 ２２４箇所

3. 対象とする公共施設等 

 

本市が所有するすべての施設※３を対象とします。具体的には、公共施設（市民文化・社

会教育施設、スポーツ・レクリエーション施設、学校教育施設、庁舎、消防施設等）、イ

ンフラ系（道路、橋りょう、上下水道等）を対象とします。 

 

表 3-1 対象とする公共施設等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 公共施設延床面積の用途別内訳 

※平成 27年 8月末現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※3…公共施設等総合管理計画の策定の指針において、公共施設等は、公共施設、公用施設その他の当該地方

公共団体が所有する建築物その他の工作物を対象とし、いわゆるハコモノのほか、道路・橋りょう等の

土木構造物、公営企業の施設（上水道・下水道等）、プラント系施設（廃棄物処理場、斎場、浄水場、汚

水処理場等）も含むとしている。  

延床面積 
218,236 ㎡ 
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 公共施設の現状 

 築年別の整備状況 

 

・人口が急増した昭和４０年代・５０年代に学校や集会所などの施設が多く整備さ

れ、現在、築３０年以上の施設が延床面積の約５０％を占めています。 

 

図 3-2 築年別整備状況 
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 公共施設の経過年数 

 

・主な公共施設を見ると、築 30年以上の施設が多くを占めており、「学校」及び「公

営住宅」については築 40年以上の施設が４割以上を占めています。 

 

 

図 3-3 公共施設数の経過年数別内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

人口増加期の一定期間に集中的な公共施設整備が行なわれたことから、今後、

大規模改修や建て替えの時期が一斉に訪れることが想定されます。 



 

10 

 

直近5年平均
公共施設投資的経費

既存更新分及び新規整備分
12.72億円

2035

現在までのストック
20.9万㎡

年更新費用の試算
22.5億円

既存更新分及び新規整備分
1.8倍

40年間の更新費用総額
903.3億円

4. 将来更新費用の推計 

 公共施設 

 

・現在の施設量を前提に、施設の耐用年数を踏まえ大規模改修や建て替えを行った

場合、今後 40年間で 903億円、年平均 22.5億円を要する試算結果となり、過去 5

年間の投資的経費の 1.8倍の費用を要する試算となります。 

・20年後（2035年）の建て替えにより更新費用のピークを迎え、年 40億円以上の

費用が必要となります。 

 

図 4-1 公共施設の将来の更新費用の推計結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「公共施設等更新費用試算ソフト」（（財）地域総合整備財団）より算出 

※廃止予定施設は推計対象から除く 

 

 

 

 

 

 

 
  

◆単年度に過度な財政負担が生じないよう、施設の長寿命化や更新期の平準化

を図ることが重要となります。 

◆人口構成の変化など、その時代に求められるニーズに対応できるよう「ハー

ド」と「ソフト」両面から公共施設を見直していくことが重要となります。 
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 インフラ施設 

 

・インフラ施設（道路・橋りょう・上下水道）についても、今後 40年間、すべての

施設を保有し続けた場合に必要なコストを推計したところ、道路は 40 年間で 480

億円、年平均 12 億円、橋りょうは 59 億円、年平均 2 億円、上水道は 434 億円、

年平均 11 億円、下水道は 707 億円、年平均 18 億円を要する試算となり、過去 5

年間の投資的経費の 5倍の費用が必要となります。 

 

図 4-2 インフラ施設の将来の更新費用の推計結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「公共施設等更新費用試算ソフト」（（財）地域総合整備財団）より算出 

 

 

 

 

 

 

 
【更新費用の推計方法】 

・現在の公共施設等をそれぞれ設定した耐用年数の経過後に現在と同じ面積・延長で更新すると仮定 

・公共施設等の面積・延長の数量に更新単価を乗じることにより将来の更新費用を推計 

・更新単価は、これまでの工事実績等を参考に設定 

・これまでの投資決算額を既存更新分、新規整備分及び用地取得分に分類して更新費用の推計結果と比較 

・更新年数の設定 公共施設：60年で建替え、30年で大規模改修 

         道路：15年で舗装部分の更新 

         橋りょう：60年で架替え 

         上水道管：40年で更新 

         下水道管：50年で更新  

40年間整備額
1,678.7億円

１年当たり整備額
42.0億円

◆インフラ施設は社会経済活動や市民生活を支える社会基盤として重要な役割

を担っていますが、今後、都市の成熟具合から新規の投資拡大は見込めません。 

◆これまでに整備した施設の更新時期が、公共施設と同様に今後一斉に訪れるこ

とから、施設の長寿命化や更新時期の分散化などに取組む必要があります。 
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5. 計画策定の考え方 

 公共施設等の適正管理に関する考え方 

社会情勢、財政状況が厳しくなっていくと予想されるこ

れからの時代に、持続可能な公共サービスや新たに求めら

れる行政サービスを提供し続けるために、公共施設を『作

る・保有する』という観点から、公共施設等を『効果的に

活用する・適正に管理する』ことへの転換、重点化が重要

となります。 

そのためには、「ハード（施設）」と「ソフト（サービス）」

の両面からアプローチする必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※4…PPPは、「パブリック・プライベート・パートナーシップ」の略称。官民が連携して公共サービスの提

供を行う事業手法の総称。PFIや指定管理者制度は PPPの代表的手法。 

※5…PFI は、「プライベート・ファイナンス・イニシアティブ」の略称。公共施工等の設計、建設、維持管

理及び運営に、民間の資金とノウハウを活用し、公共サービスの提供を民間主導で行うことで、効果的

かつ効率的な公共サービスの提供を図る手法。  

作る・保有する

効率的に活用
適正に管理

公
共
施
設
の
考
え
方

転換

 人口減少が進むことで、これまで必要とされていた公共施設等に遊休化・余剰

化が生まれます。また、少子高齢化の進展に伴う人口構成の変化により、施設の

あり方にも影響を与えます。 

 公共施設等の有効活用を進めるためには、将来的な需要（人口・財政状況）も

見据えたうえで、複合化や多機能化、用途転用、統廃合、遊休資産の貸付、売却

など、公共施設等の総量を圧縮する取組み、視点が重要となります。 

「ハード（施設）」面からのアプローチ 

 財政を取り巻く環境は、社会保障関連経費の増大や公共施設の老朽化対策など

厳しい状況が続くことが見込まれます。限られた財源を有効活用するためには、

市民ニーズを的確に捉え、より使いやすい利用形態への改善や、利用状況を踏ま

えた運営コストの削減が重要となるほか、健全な状態を維持しながら長寿命化を

図ることが重要となります。 

 また、PPP※4/PFI※5など民間ノウハウの活用、他市町村との連携、市民意見の

反映など、多角的な視点も重要な要素となります。 

「ソフト（サービス）」面からのアプローチ 
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 基本方針 

 

 

施設の有効活用により、行政サービス需要の変化にも適切に対応していくことを前提と

しつつ、利用頻度の低い施設については、機能やあり方の見直しを行います。 

 

 

 

年少人口や老年人口などの人口構造の動向をはじめ、設置に至った経緯や地域性などを

踏まえた中で、将来的な需要を見極めた適正な配置・規模となるように見直しを行います。 

 

 

 

複合化・多機能化を図ることができる施設、設備等の共有が可能な施設などについては、

積極的に複合化・多機能化を推進します。 

 

 

 

利用しなくなった施設や空き（余裕）スペースのある施設については、多用途への転用

をはじめ、地域や民間事業者等へ貸与、貸付、売却も含め、資産として最大限の有効利活

用を図ります。 

適正配置後に余裕スペースが生まれた場合も同様の扱いとします。 

 

 

 

施設の更新時期が一斉に到来するのを防ぐため、ライフサイクルコストを考慮した中で

延命化に向けた予防的・計画的修繕等を行うとともに、管理運営の効率化に取り組むこと

で、財政負担の平準化を図ります。 

そのため、施設総量（床面積）やコストの縮減について数値目標を設定し、ハード面と

ソフト面の両視点から施設評価を行います。 

 

 

 

PPP/PFI など、民間事業者の持つ技術や資金などを活用し、施設の整備や維持管理な

どを効果的かつ効率的に行うほか、公共施設にかかる問題意識の共有化を図り、市民とと

もに課題解決に取り組みます。公共サービスのあり方については、他市町村との連携など、

広域的な視点も含め検討します。 

 

 

 

計画の策定にあたっては、「市民検討会」や「市民説明会」などにより、市民との情報

の共有、市民意見の反映を図ります。 

 

  

①行政サービス需要を踏まえた機能・あり方の見直し 

②将来人口を見据え、地域性を踏まえた適正な配置 

③施設の複合化・多機能化への転換 

④空き（余裕）スペースの有効利活用 

⑤施設の長寿命化の推進・財政負担の平準化 

⑥整備手法・広域的な利用の検討 

⑦市民参加・市民意見の反映 
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計画 市民検討会議

平
成

2

7

年

5月 策定方針決定

6月

7月

8月

9月

10月
【第１回市民検討会議】10/5
・公共施設等の現状と今後の在り方について
・計画策定方針について

11月
【第２回】
・計画骨子について

12月

平
成

2

8

年

1月

2月
【第３回】
・公共施設等総合管理計画（素案）について

3月 計画素案策定

4月 パブリックコメント

5月 【市民説明会】

6月 計画策定

計画素案検討

6. 計画策定までのスケジュール 
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7. 参考資料 

 東部地区の公共施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【主な施設】 

 

 

 

 

  

大分類 中分類 施設名称

市民文化系施設 文化施設 芸術文化ホール

社会教育系施設 図書館 図書館

総合体育館

東部住民プール

東部小学校

北の台小学校

東部中学校

その他教育施設 給食センター

子育て支援施設 幼保・こども園 稲穂保育園

庁舎等 市役所庁舎

消防施設 消防第一分団

その他行政系施設 防災センター

広島団地

北の台団地

共栄団地

下水処理センター

水道管理センター

その他 その他 市道エルフィン通（東西連絡橋）

公営住宅

供給処理施設

スポーツ施設スポーツ・レクリエーション系施設

学校教育系施設

行政系施設

公営住宅

供給処理施設

学校
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 北広島団地地区の公共施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な施設】 

 

 

 

 

  

大分類 中分類 施設名称

団地住民センター

広葉交流センター

白樺住民プール

緑葉公園プール

双葉小学校

緑ヶ丘小学校

広葉中学校

緑陽中学校

すみれ保育園

すずらん保育園

保健・福祉施設 児童福祉施設 福祉センター

医療施設 医療施設 夜間急病センター

行政系施設 消防施設 消防本部

学校教育系施設 学校

集会施設市民文化系施設

スポーツ施設スポーツ・レクリエーション系施設

子育て支援施設 幼保・こども園
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大分類 中分類 施設名称

市民文化系施設 集会施設 西の里公民館

西の里ファミリー体育館

西の里住民プール

西の里小学校

西の里中学校

医療施設 消防施設 消防西の里出張所

西の里団地北

西の里団地南

スポーツ施設スポーツ・レクリエーション系施設

公営住宅 公営住宅

学校教育系施設 学校

 

 西の里地区の公共施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な施設】 
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 大曲地区の公共施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な施設】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大分類 中分類 施設名称

大曲会館

ふれあい学習センター

大曲ふれあいプラザ

大曲ファミリー体育館

大曲住民プール

大曲小学校

大曲東小学校

大曲中学校

子育て支援施設 幼児・児童施設 大曲東学童クラブ

庁舎等 大曲出張所

消防施設 消防大曲出張所
行政系施設

市民文化系施設 集会施設

学校教育系施設 学校

スポーツ・レクリエーション系施設 スポーツ施設
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 西部地区の公共施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な施設】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類 中分類 施設名称

輪厚会館

新生会館

農民研修センター

輪厚児童体育館

西部住民プール

西部小学校

西部中学校

幼保・こども園 輪厚保育館

幼児・児童施設 輪厚児童センター

行政系施設 消防施設 消防第二分団

公営住宅 公営住宅 輪厚団地

供給処理施設 供給処理施設 資源ごみリサイクルセンター

その他 その他 葬祭場

子育て支援施設

スポーツ・レクリエーション系施設

学校教育系施設

スポーツ施設

学校

市民文化系施設 集会施設


